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神奈川県デジタル人材育成方針 

 

１ 策定の背景及び目的 

県では、行政情報化と地域情報化をより高度に推進するために、必要な知

識とスキルを備えた人材を育成するため、平成25年に「情報化専門人材育成

方針」を策定し、主に、キャリア選択型人事制度実施要綱（以下「要綱」と

いう。）に定める職務分野として「情報政策分野（現：情報・データ利活

用）」を選択している職員を対象に、県の情報化を推進する人材の育成に取

り組んできた。 

一方、平成 28 年 12 月に制定された官民データ活用推進基本法に定める都

道府県官民データ利活用推進計画として、令和元年７月に、ＩＣＴ及びデー

タの積極的な利活用を基本方針とする「かながわＩＣＴ・データ利活用推進

計画」（以下「計画」という。）を策定した。  

さらに、その後、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、社会全体の

迅速なデジタル化が求められるようになり、県としても計画をさらに効果的

に推進し、ＤＸの加速化を図ることが急務となったことから、令和３年 12 月

に「かながわＩＣＴ・データ利活用推進戦略」を策定し、戦略のひとつとし

て「デジタル人材の確保・育成」を位置付けたところである。  

日々進化するデジタル技術を手段として活用し、県業務の効率化や、多様

化する様々な課題に応じた質の高い県民サービスを実現するためには、「情

報化専門人材育成方針」の対象職員の範囲を広げるとともに、データ利活用

の視点などを加え、県のＤＸの取組みを牽引・推進する人材（以下「デジタ

ル人材」という。）を育成していくことが不可欠であることから、新たに対象

職員、めざすべき職員像及び求められる役割・知識等を設定した上で、具体

的な取組を整理した「神奈川県デジタル人材育成方針」（以下「方針」という。）

を策定する。 

 

 

２ 位置付け 

この方針は、要綱第４条に定める職務選択ごとの人材育成計画を補完する

方針として位置付ける。  
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３ 対象職員 

この方針では、次のいずれかに該当する職員を育成対象とする。  

(1) 要綱で定める職務選択において「情報・データ利活用」分野を選択して

いる職員  

(2) コンピュータ、ネットワーク及び情報システムの整備、開発、運用等を

担当する職員  

(3) ＩＣＴやデータを利活用した業務改善やＤＸを担当する職員  

(4) 上記を目指す職員  

なお、その他全ての職員が通常業務で利用するために理解しておくべきＩ

ＣＴやデータの利活用に関する基礎的な知識については、職員キャリア開発

支援センターにおいて研修を実施するとともに、職員のＤＸに取り組む意識

を醸成するため、デジタル戦略本部室においてセミナー等を実施する。 

 

 

４ デジタル人材のめざすべき職員像 

本方針におけるデジタル人材について、めざすべき職員像を次のとおり定

義する。 

【ＩＣＴ系デジタル人材】 

デジタルに関する高い専門性と業務遂行能力に加え、県の業務遂行に

関する基本的な知識や経験を有し、デジタルと業務の両面から自ら課題

を発見・解決し、質の高い県民サービスの実現に向けて県のＤＸの取組

みを牽引・推進できる職員 

 
【事業系デジタル人材】 

担当業務に関する高い専門性と業務遂行能力に加え、デジタルに関す

る基礎的な知識を有し、業務とデジタルの両面から自ら課題を発見し、

必要に応じてＩＣＴ系デジタル人材と連携し、また支援を受けながら、

質の高い県民サービスの実現に向けて、担当業務のＤＸの取組みを推進

できる職員 
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【対象職員及びめざすべき職員像】 

神奈川県職員

＜育成対象職員＞
• 「情報・データ利活用」職務分野
を選択している職員

• デジタル戦略本部室及びシステム
所管所属でシステムの整備、開発、
運用等を担当する職員

■方針の育成対象職員

ICT系デジタル人材

• 通常業務で利用するために理解しておくべきICTとデータの利活用に関する基礎的な知識習得のための研修
（職員キャリア開発C）

• デジタルを積極的に活用する意識醸成を図るためのセミナー（デジタル戦略本部室）

■全職員

事業系デジタル人材

＜育成対象職員＞
• ICT・データを利活用した業務改善
やDXを担当する職員

• 将来「情報・データ利活用」職務
分野の選択を希望している職員等

＜めざすべき職員像＞
デジタルに関する高い専門性と業務遂行能力に加え、
県の業務遂行に関する基本的な知識や経験を有し、
デジタルと業務の両面から自ら課題を発見・解決し、
質の高い県民サービスの実現に向けて県のDXの取組を
牽引・推進できる職員

＜めざすべき職員像＞
担当業務に関する高い専門性と業務遂行能力に加え、
デジタルに関する基礎的な知識を有し、業務とデジタルの
両面から自ら課題を発見し、必要に応じてICT系デジタル
人材との連携やデジタル部門の支援を受けながら、質の
高い県民サービスの実現に向けて、担当業務のDXの取
組を推進できる職員

連
携

支
援
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５ 求められる区分及び役割 

【ＩＣＴ系デジタル人材】 

職位に応じた３つの区分を設定し、求められる役割を示す。  

区分 
職位 

(イメージ ) 
求められる役割  

マネージャー  課長～  ○組織として取り組むべき課題及びＩＣＴ

やデータの利活用の方向性を見据え、明確

なビジョンを持って、強力なリーダーシッ

プを発揮し、組織全体のＤＸを推進する。 

○ＤＸの推進に必要な人員、予算、執行体制

を検討するとともに、人材の育成に取り組

む。  

リーダー  ＧＬ 

副主幹  

○組織及びマネージャーの方針や庁内外の

ニーズを的確に理解し、デジタルを活用し

た現実的かつ効果的な企画を立案する。  

○課題解決策を的確に実施するため、リーダ

ーシップを発揮し、プロジェクトマネジメ

ントを行う。  

○組織内のＯＪＴを支援・推進する。  

担当者  主査 

主任主事  

主事 

○現行業務の課題等を把握し、ＩＣＴやデー

タを利活用した具体的な解決策を立案す

る。  

○上司の指導の下、ステークホルダーと連携

し調整しながら、課題解決策を導入・運用

する。  

○業務の委託などで適切な事業者を選定し、

事業者との調整や交渉を行いながら、適正

に業務を実施する。  

○県庁全体のデジタル化推進に必要なＩＣ

Ｔインフラについて、常に最新の技術を適

切に取り入れながら整備するとともに円

滑に運用する。  

 

【事業系デジタル人材】 

担当する業務の課題等を把握し、必要に応じてＩＣＴ系デジタル人材と

連携し、また支援を受けながら、ＩＣＴやデータを利活用した具体的な解

決策の検討及び実現に向けて取り組む。 
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６ 求められる知識・スキル 

デジタル人材には、全ての県職員に共通の「業務遂行能力」「調整能力」に

加え、職務の段階に応じて、デジタルの知識やスキルが求められることから、

デジタル人材の区分ごとに求められる知識・スキルを示す。 

【ＩＣＴ系デジタル人材】  

区分 求められる知識・スキルの水準  

マネージャー  ○組織全体を俯瞰してＩＣＴやデータを利活用した戦

略の立案ができる。  

○システム導入に係るプロジェクトマネジメントを人員、

予算、執行体制、スケジュール、品質などの観点からコ

ントロールし、リスク対策をしながら推進できる。 

○システムに重大事象が発生した時に、システム停止

を含め適切な判断を行うとともに、再発防止策を策

定することができる。    ※応用情報技術者試験相当 1 

リーダー  ○一定の業務の範囲におけるＩＣＴやデータを利活用

した戦略の立案ができる  

○システム導入に係るプロジェクトマネジメントを委

託する側としてリードできる。  

○一定のサービスレベルを維持するのに困難な事象が

生じた時に、適切な判断ができる。  

○開発言語を用いてソフトウェアを開発できる。  

※基本情報技術者試験 2～応用情報技術者試験相当 

担当者  

 

○対象となる業務システムやシステム基盤の分析を行

い、必要な要件を整理できる。  

○システム導入に係るプロジェクトマネジメントの基

本的な進め方を理解し、実践できる。  

○一定のサービスレベルを維持するために適時適切な

運用・保守ができる。  

○ノーコード、ローコードツールを用いてソフトウェア

を開発できる。      ※基本情報技術者試験相当 

 

【事業系デジタル人材】 

デジタルに関する次の基礎的な知識を身につけている。  

・コンピュータ、ネットワーク、データベース、情報セキュリティ等 

・新しい技術（ＡＩ，ビッグデータ，ＩｏＴなど）の概要  

・担当業務に係る問題分析及びＩＣＴを利活用した問題解決手法  

※ＩＴパスポート試験相当 3 

                         
1 基本情報技術者試験の上位試験として、高度ＩＴ人材となるために必要な応用的知識・技能及び実践

的な活用能力を問う国家試験  
2 高度ＩＴ人材となるために必要な基本的知識・技能及び実践的な活用能力を問う国家試験 
3 ＩＴを活用するすべての社会人・学生が備えておくべきＩＴに関する基礎的な知識を問う国家試験  
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７ 具体的な取組 

職員の育成にあたっては、日常の業務を通して職務遂行上必要となる実務

に即した知識やスキルを習得させる「ＯＪＴ」と、職場を離れてより深く、

知識やスキルの習得を図る「ＯＦＦ－ＪＴ」の両面から取り組む。  

(1) 研修の実施  

ア 基本的な考え方  

対象職員全員がそれぞれの立場においてＤＸを推進するに当たって必

要となるデジタルの基礎的な知識やスキルの習得のため、必要な職員を

対象とした受講必須の研修を提供する。（リスキリング） 

ＩＣＴ系デジタル人材の育成にあたっては、デジタルの基礎的な知

識やスキルを習得していることを前提に、より専門性の高い知識やス

キルの習得のための研修機会を提供する。（アップスキリング）  

 

【研修メニュー例】 

ICT系 事業系

 ICT基礎（初級）
 データ利活用入門
 情報セキュリティ入門
 BPR

※ITパスポート試験相当

 情報戦略
 プロジェクトマネジメント応用
 データ利活用応用
 ネットワーク応用
 プログラミング応用
 情報セキュリティ応用
 システム監査

 ICT基礎（中級）
 システム企画
 プロジェクトマネジメント基礎
 データ利活用基礎
 ネットワーク基礎
 ITサービスマネジメント
 プログラミング基礎
 情報セキュリティ基礎

マネージャー

リーダー

担当者

※応用情報技術者
試験相当

※基本情報技術者
試験相当

ア
ッ
プ
ス
キ
リ
ン
グ

リスキリング

職員キャリア開発支援センターが実施するICT・DX研修

 

イ 研修方法  

(ｱ) 地方公共団体情報システム機構の教育研修  

地方公共団体のＤＸを担う人材の育成を目的として、ＩＣＴの基

礎知識から専門的な知識の習得まで幅広い研修を実施している地方

公共団体情報システム機構の教育研修を積極的に活用する。  

(ｲ) デジタル戦略本部室の主催研修  

主に情報システムの調達、開発、運用等を担当する職員を対象
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に、実践的な知識やスキルの習得を目的として、デジタル戦略本部

室が外部研修機関の講師を活用して集合型の研修を実施する。  

(ｳ) 外部事業者主催の専門研修  

専門性の高い知識やスキルの習得を支援するため、外部の研修事

業者等が実施する研修費用等を支援するなどして参加を促進する。 

 

(2) 民間企業等への研修派遣  

デジタル分野の民間企業等における効率的かつ機動的な業務遂行の手

法を体得することにより、職員の課題解決や県民サービスの実現に向け

て柔軟かつ的確に対応できる人材を育成するため、民間企業等への研修

派遣を推進する。  

(3) ＯＪＴの推進  

研修やセミナー等で得た知識やスキルを、実際の業務で適切に活用でき

るようにするため、業務内容に応じて必要となる「ＯＪＴ」を各職場にお

いて行う。 

 

 

８ 取組状況の確認 

職員の研修やセミナーの受講履歴を管理するとともに、必要に応じて上司

等に提供し、今後の育成につなげる。  

また、デジタル分野の専門資格試験の取得状況も把握し、職員の知識やス

キルレベルを確認する。 

 

 

９ 方針の見直し 

この方針は、庁内外のデジタル分野を取り巻く状況に応じて、適宜見直し

を行う。  

 

附 則 

（施行期日）  

１ この方針は、令和４年４月１日から施行する。  

（情報化専門人材育成方針の廃止）  

２ 情報化専門人材育成方針（平成 25 年策定）は、廃止する。 


